
南仙台国際学院学則 

第 1 章   総   則 

第 1 条（目的） 

    本校は、日本という異文化の環境で学ぶ学生が、安心して自己の力を発揮できる教育現場を目指し

ています。日本語教育を基盤とし、主体的に学び、課題に向き合う姿勢と、他者と協働して行動する力

の育成を重視します。 また、地域社会との交流を通じて豊かな人間性と自立心を育み、社会の一員

として成長していくためのより確かな基盤を築くことを目指します。 

第 2 条（名称・所在地） 

本校は「南仙台国際学院」（以下「本校」という）と称し、その所在地は宮城県仙台市太白区中田 2 丁

目 25 番 15 号に置く。 

第 3 条（教育方針） 

本校の教育方針は次のとおりとする。 

１． 主体的に学ぶ姿勢の育成 

• 自ら課題を見つけ、考え、表現する力を養う。 

• 学習に対する意欲と責任感を育て、主体的に行動できる学生を育成する。 

2． 協働的な学びとコミュニケーション能力の育成 

• 他者の意見を尊重し、協力して課題に取り組む姿勢を育む。 

• 多様な背景を持つ仲間と円滑に日本語を使ってコミュニケーションを図る力を身につける。 

３． 多文化理解と異文化適応力の育成 

• 多様な文化や価値観を理解し、柔軟に受け入れる態度を育てる。 

• 日本での生活や学習に適応し、国際的な視野を広げる。 

４． 地域社会との連携を通じた成長の促進 

• 地域の人々との交流を通して、社会性と実用的な日本語運用能力を高める。 

• 地域社会の一員としての自覚を育み、社会参加への意欲を育てる。 

５． 自立に向けた生活力・進路形成の支援 

• 生活面・学習面の両面で自立をめざす力を育成する。 

• 将来への見通しを持てるよう個々の適性や希望に応じた進路選択を支援する。 

 

 

第 2 章  コース・修業期間・収容定員・クラス数・休業日・授業時刻 

第 4 条（コース・修業期間・収容定員・クラス数） 



本校の修業課程、修業期間、収容定員、クラス数は次のとおりとする。 

コース名 修業期間 収容定員 クラス数 

進学 2 年コース ２年 ６０名 ４クラス 

進学 1 年６か月コース 1 年 6 か月 ４０名 ４クラス 

合  計  １００名 ８クラス 

 

第 5 条（修業期間および始期・終期） 

2 年コースは原則として 2 年以内とし、1 年 6 か月コースは 1 年 6 か月以内とする。ただし、留学ビ

ザに基づく在留期間の範囲内で変更可能とする。 

２ 本校において学期は次のとおりとする。 

   （１）前期    4 月 1 日から 9 月 30 日まで 

   （２）後期   10 月 1 日から 3 月 31 日まで 

 

第 6 条（休業日） 

    本校の休業日は、次のとおりとする。 

   １． 土曜日・日曜日 

   ２． 祝祭日（日本国の法律で規定するもの） 

   ３． 夏季休業（ ８月中旬から ８月下旬まで ） 

   ４． 冬季休業（ １２月下旬から １月上旬まで ） 

   ５． 春季休業（ ３月中旬から ４月上旬まで ） 

２ 前項の規定にかかわらず、本校生に必要であると校長が認める場合には、休業日に授業を行うことが

できる。 

３ 非常災害、その他緊急の事情があると校長が認めるときは、授業を行わないことができる。 

 

第 7 条（授業時刻） 

    授業の始業時刻と終業時刻は次のとおりとする。 

    午前の部   9 時 00 分～12 時 40 分 

    午後の部  13 時 30 分～17 時１０分 

   ※学生が午前クラス・午後クラスを指定することはできない。 

 



第 3 章 教育課程、授業時数 

第 8 条（教育課程） 

    本課程は、主に日本語を母語としない留学生を対象とし、A１から B2 レベルまでの日本語運用能力

を体系的に育成することを目的とする。日本語教育参照枠（JF 日本語教育スタンダード）に基づき、

やり取り・理解・産出・社会文化的能力を総合的に伸ばす教育を行う。学習者の多様な背景に配慮し、

特にゼロレベルの学生に対しては基礎力の形成を重視し、段階的に学習を進める。 

 

    本校の教育課程及び授業時数は次のとおりとする。ただし、ここでいう 1 単位の授業時間は４５分と

する。 

【進学 2 年コース】                                （1 単位時間 ４５分） 

区分 科目名 
第 1 学年 第 2 学年 

週間授業時数 年間授業時数 週間授業時数 年間授業時数 

初級 1 

（A１） 

総合日本語 １０ １２０   

文法・語彙 ６ ７２   

漢字 ３ ３６   

総合タスク １ １２   

初級２ 

（A２） 

総合日本語 １０ １６０   

語彙 ３ ４８   

文法 ３ ４８   

漢字 ３ ４８   

総合タスク １ １６   

初中級

（A２ 

‐B１） 

総合日本語 １０ １２０   

文法 ３ ３６   

語彙 ３ ３６   

漢字 ３ ３６   

総合タスク １ １２   

中級 

（B１） 

コミュニケーション   ４ ８０ 

作文   ２ ４０ 

読解   ４ ８０ 

   文法   ４ ８０ 

語彙・漢字   ４ ８０ 

総合タスク   ２ ４０ 

コミュニケーション   ５ １００ 



上級 

（B２） 

読解   ４ ８０ 

文法   ４ ８０ 

語彙・漢字   ２ ４０ 

作文   ２ ４０ 

総合タスク   ３ ６０ 

 

 

【進学１年６カ月コース】                              （1 単位時間 ４５分） 

区分 科目名 
第 1 学年 第 2 学年 

週間授業時数 年間授業時数 週間授業時数 年間授業時数 

初級 1 

（A１） 

総合日本語 １０ １２０   

文法・語彙 ６ ７２   

漢字 ３ ３６   

総合タスク １ １２   

初級２ 

（A２） 

総合日本語 １０ １６０   

語彙 ３ ４８   

文法 ３ ４８   

漢字 ３ ４８   

総合タスク １ １６   

初中級 

（A２ 

‐B１） 

総合日本語 １０ １２０   

文法 ３ ３６   

語彙 ３ ３６   

漢字 ３ ３６   

総合タスク １ １２   

中級 

（B１） 

コミュニケーション   ４ ８０ 

作文   ２ ４０ 

読解   ４ ８０ 

   文法   ４ ８０ 

語彙・漢字   ４ ８０ 

総合タスク   ２ ４０ 

 

 

 



第 4 章 入学・学習評価・評価基準・進級基準・卒業認定・追再試験 

第 9 条（入学資格） 

次の条件をすべて満たす者とする。 

1. 学校教育 12 年以上の課程を修了していること（またはそれに準ずる） 

2. 本校の教育目的を理解し、主体的に学び、一個人として成長する意欲があること 

3. 申請時の日本語能力が、日本語教育参照枠においての「A１」相当以上の者 

4. 年齢が 18 歳以上の者 

5. 支弁能力のある保証人が健在であること 

 

第 10 条（入学時期） 

本校の入学は年 2 回とする。時期は 4 月及び 10 月とする。 

 

第 11 条（学習評価） 

   学習評価は、学習者の日本語運用能力を、多面的かつ総合的に把握し、成績を付与す 

ることを目的とする。 

 

第 12 条（評価領域） 

   学習評価は、次の各領域につて行う。 

   １ 総合日本語（話す・聞く・書く） 

   ２ 読解 

   ３ 文法 

   ４ 漢字・語彙 

   ５ 総合タスク 

   ６ 平常点（授業参加態度、課題提出、小テスト 等） 

 

第 13 条（評価方法） 

   評価は、筆記試験、口頭試験、作文、読解・聴解テスト、総合タスク、平常点により行う。 

 

第 14 条（成績評価） 

   成績は S・A・B・C・D の 5 段階とし、次の基準による。 

   S ： ９０点以上 

   A ： ８０点以上 

   B ： ７０点以上 



   C ： ６０点以上 

   D ： ５９点以下（不合格） 

 

第１５条（評価基準の原則） 

   評価基準は、日本語教育参照枠（JF スタンダード／CEFR―J）に基づく、Can-do 記 

述を基礎とし、学習者の言語運用能力を行動レベルで評価する。 

 

第１６条（レベル別評価基準） 

   各レベルの評価基準は、別表「レベル別評価基準（A１～B２）」に定める。 

 

第１７条（平常点の評価） 

   平常点は、授業参加態度、課題提出状況、小テスト等を総合的に評価する。 

   平常点の内訳は、授業参加態度４０％、課題提出４０％、小テスト２０％を基本とする。 

 

第１８条（進級基準） 

   各レベルの進級は、次の基準を満たす者について認める。 

   １ 総合評価が６０％以上であること（平常点を含む）。 

   ２ 主要領域において、４０％以上を取得していること。 

   ３ 当該レベルの Can-do を概ね達成していること。 

    ４ 出席率が９０％以上であること。 

    ５ 総合タスクにおいて、基準を満たしていること。 

    ６ 授業料・その他の学費を完納していること。 

 

第１９条（レベル別進級基準） 

   各レベルの進級基準は、別表「レベル別進級基準（初級１→初級２→初中級→中級→上 

級）」に定める。 

 

第２０条（卒業認定基準） 

   最終レベル（上級（Ｂ２）、または中級（Ｂ１）の修了および卒業は、次の基準を満たす者に 

ついて認める。 

１ 総合評価６０％以上であること。 

２ 主要領域において４０％以上を取得していること。 

３ 日本語教育参照枠Ｂ２レベルの Can-do を概ね達成していること。 

４ 出席率が９０％以上であること。 



５ 最終総合タスクにおいて、合格基準を満たしていること。 

６ 授業料・その他の学費を完納していること。 

 

第２１条（追試験および再試験の目的） 

   追試験および再試験は、学習者の状況を適切に考慮しつつ、学習評価と進級判定の公 

平を確保することを目的とする。 

 

第２２条（追試験） 

   １ 正当な理由（病気・公的手続き・交通障害等）により、定期試験を受験できなかった者 

には、追試験を認める。 

   ２ 追試験の受験には、原則として証明書類（診断書、証明書等）の提出を要する。 

   ３ 追試験の内容は、当該試験と同等の範囲および難易度とする。 

   ４ 追試験の評価は、原則として満点評価とするが、教務会議において別途定めること 

ができる。 

 

第２３条（再試験） 

   １ 定期試験の結果が基準に満たなかった者に対し、必要に応じて再試験を実施するこ 

とができる。希望する者は、当該科目につき 1,000 円を支払うこととする。 

   ２ 再試験の対象は、次のいずれかに該当する者とする。 

・ 総合評価が６０％未満 

・ 主要領域（総合日本語・読解・文法・漢字・語彙等）が４０％未満 

   ３ 再試験の評価は、原則として６０点を上限とする。 

   ４ 再試験の結果は、進級判定の資料として用いるが、平常点・出席率・Can-do 達成 

状況を含め、総合的に判断する。 

 

第２４条（追試験・再試験の実施方法） 

   １ 追試験・再試験は、筆記試験、口頭試験、課題提出、またはこれらを組み合わせて実 

施する。 

   ２ 実施時期は、学期末または教務が指定する期間とする。 

   ３ 追試験・再試験の実施および評価は、担当教員が行い、教務責任者が確認する。 

 

第２５条（追試験・再試験の制限） 

   １ 出席率が９０％未満の者は、追試験・再試験の対象外とする。 

   ２ 平常点が著しく低い場合、再試験を実施しても進級を認めないことがある。 



   ３ 定期試験等において不正行為が認められた場合、追試験・再試験の受験を認めない。 

 

 

第 5 章 進学・就職支援制度 

第２６条（進学支援の基本方針） 

本校は、大学・大学院・専門学校など、日本国内の高等教育機関への進学を希望する学生に対し、次

の支援を行う。 

１． 日本留学試験（EJU）、日本語能力試験（JLPT）、大学・専門学校の個別試験に向 

けた指導 

２． 願書及び志望理由書の書き方指導、面接対策の実施 

３. 進学相談、学校紹介、進路面談の実施 

4. 必要に応じて校内推薦制度の適用や合格実績の情報共有 

5. 大学・大学院・専門学校のパンフレット等の情報提供 

 

第２７条（進学後のフォロー） 

進学後も、在籍学生との交流を通じて、OB・OG からのアドバイスや体験談を共有できる場を提供す

る。 

第２８条（就職支援の構想） 

本校は、今後、卒業後の在留資格「特定技能」を取得し、日本での就労を目指す学生に対する支援体

制を構築するため、次の支援内容を予定している。 

1. 特定技能試験（技能評価試験・日本語評価試験）に対応した学習支援 

2. 試験対策講座、模擬試験、教材提供などの実施 

3. 関連業種（介護、外食、宿泊、建設等）の情報提供と面談支援 

4. 関係機関・企業・行政との連携による情報収集とマッチング支援の模索 

第２９条（就職支援体制の強化） 

今後の制度整備に向け、教職員の研修、外部講師との連携、行政・地域企業とのネットワーク構築を

進め、安心して働ける環境作りを目指す。 

 

 



第 6 章 生活・活動 

第３０条（出席と欠席） 

やむを得ない事情で遅刻・早退・欠席する場合は、事前に申し出ること。 

第３１条（地域交流活動） 

学生は、地域住民との交流イベントやボランティア活動に積極的に参加することが奨励される。 

第３２条（生活指導） 

学生に対しては生活・健康・進学・就職などに関する支援を行う専門スタッフを配置する。 

 

 

第 7 章 懲戒および退学 

第３３条（懲戒） 

学生が、この学則その他本校の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があったとき、状況に

応じて、指導・停学・退学の処分を行うことができる。 

第３４条（転学・退学） 

転学・退学を希望する者は、その事由を記載した書類を提出し、校長の許可を受けなければならな

い。 

 

第３５条（除籍）  

学生の除籍は次のとおりとする。 

1. 休学期間を満了しても、何等の手続きをしない者 

2. 死亡した者又は長期にわたり連絡がとれない者 

3. 学生納付金の納入を怠り､学則２５条に定める納入期日を超えても納入の見込みがない者 

4. その他の理由により校長が除籍と判断した場合 

 

 

第 8 章 生徒納付金 

第３６条（生徒納付金）  



本学の学生納付金は、次のとおりとする。  

１． 入学選考料  15,000 円 

２． 入学金  50,000 円 

３． 授業料  ６60，０００円（年額） 

４． 施設費・設備費  30,000 円（年額） 

５． 教材費  45,000 円（年額） 

６． 課外活動費、行事費  50,000 円（年間） 

７． 保険料  12,000 円（年額） 

８． 健康管理費  １０，０００円（年額） 

９． 寮費  200,000 円（６か月分） 

２ 学生は、原則として入学前に上記納入金を全額納入するものとする。  

第３７条（納入）  

本校生が在籍中は、出席の有無にかかわらず、学生納付金(入学検定料・入学金・寮費を除く)を所定

の期日までに納入しなければならない。  

２ 学生が休学した場合、前項の規定にかかわらず、その始期に属する月の翌月から授業料を免除するこ

とがある。  

３ 特別の事由がある場合、第 1 項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部

を減免することがある。  

 

第３８条（滞納）  

学生が、正当な理由なく、かつ、所定の手続を行わずに、授業料を１か月以上滞納し、 その後におい

ても納入の見込みがない場合、校長は、当該学生に対し退学を命ずることができる。  

 

第３９条（学生納付金等の返還）  

学生納付金の返還に関する事項は、返金規程において定める。 

 

 

第 9 章 防災・災害時の行動指針 

第４０条（防災教育の実施） 

本校は、学生に対し、日本における地震・火災・台風・津波などの災害に関する基礎知識と避難行動を

周知するため、防災訓練およびガイダンスを一年に一度行う。 



 

第４１条（緊急時の対応） 

災害発生時は教職員の指示に従い、安全確保と避難行動を最優先とする。安全行動・避難にあたっ

ては、地域自治体および近隣の防災機関と連携し、災害時の支援が円滑に行えるよう努める。 

第４２条（緊急連絡体制） 

    緊急連絡体制は次のとおりとする。 

1. 学生は入学時に、緊急連絡先（本人・家族・保証人）を届け出るものとする。 

2. 災害時は、学校の緊急連絡網・アプリ・掲示板・メール等を通じて情報提供を行う。 

3. SNS や掲示板による安否確認を実施することがある。 

 

第 10 章 個人の尊厳・プライバシー保護について 

第４３条（SNS の利用について） 

学生は、SNS（Instagram、X（旧 Twitter）、TikTok、Facebook、LINE など）を利用する際、他

人の尊厳やプライバシーを尊重し、以下の点を遵守する。 

第４４条（禁止事項） 

次の行為を禁止とする。 

1. 他人の容姿や国籍、宗教、性別に関する差別的・中傷的な投稿 

2. 授業中や学校内の写真・動画を、教職員・他の生徒の許可なく公開すること 

3. 学校の評判を損なう発言、誤解を招く表現や虚偽の情報の拡散 

4. 他の学生や教職員の個人情報（顔写真・氏名・連絡先など）を無断で投稿 

5. 著作権等を侵害する投稿 

第４５条（学校公式 SNS の運営） 

本校は、広報・地域連携・学習支援のために公式 SNS を運用する。運用方針は別途ガイドラインに基

づく。 

第４６条（禁止事項違反時の対応） 

禁止事項に違反した場合、状況に応じて指導・投稿削除要請・保護者への連絡・停学・退学等の措置

をとる場合がある。 

 



第 11 章  雑 則 

第４７条（施行細則） 

本学則は、必要に応じて校長および教員・職員の協議により改定することができる。 

 

附則 

この学則は、２０２７年４月１日から施行する。 


